
議 会 運 営 委 員 会 

令和 6年 2月 29日（木） 

個人一般質問終了後 

開議   時   分 

閉議   時   分 

全員協議会室 

 

出席者 

〔委 員〕柳楽委員長、永見副委員長、 
肥後委員、村木委員、大谷委員、三浦委員、村武委員、川上委員、芦谷委員 

〔議長団〕笹田議長、川神副議長 
〔委員外議員〕牛尾議員 

〔執行部〕坂田総務部長、猪狩総務課長、勝手総務管理係長 
〔事務局〕下間局長、松井次長、久保田書記 

 

議 題 

1 令和 6年 3月浜田市議会定例会議について 

⑴ 追加付議事件及び付託案について                   資料 1-1、1-2 

⑵ その他  

2 陳情審査                                資料 2 

⑴ 陳情第 131号 人事案件も陳情でやるべきではないかという陳情について 

⑵ 陳情第 132号 裁判中の案件も陳情でやるべきという陳情について 

⑶ 陳情第 133号  メールで済むことは足並みをそろえて合理化をという陳情 

について 

⑷ 陳情第 134号 二元代表制の本質を考え、疑わしいものは「市の説明を 

信じた決定」をしないようにすべきという陳情について 

⑸ 陳情第 139号 二元代表制の守られていない例を参考にして、活動して 

くださいという陳情について                           

3 議会に係る手続のオンライン化に対応した会議規則等の改正について      資料 3 

4 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書に係る対応について      資料 4 

5  浜田市特別職報酬等審議会の答申結果を受けての政務活動費の見直しについて  資料 5 

6 その他 

 

 

 

 

 



資料 1-1 
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令和 6 年 3 月浜田市議会定例会議 付議事件（追加分） 

 

議案等（1 件） 

〔条例関係 1 件〕 

議案第 31 号 浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

について 

 

報告（1 件） 

報告第 2 号 専決処分の報告について(事故の損害賠償の額の決定) 

 

議会報告事件（1 件） 

特別委員会の最終報告について(協働のまちづくり推進特別委員会) 

 



資料1-2 
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令和6年3月浜田市議会定例会議 追加付託先等一覧（案） 

 

【市長提出議案の付託件数内訳】 

総務文教委員会 1件 

市長提出議案等（議案1件） 

議案等番号 件 名 付託先等 

議案第 3 1号 
浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例について 
総務文教委員会 

 

市長報告事件（1件） 

報告等番号 件 名 

報 告 第 2 号 専決処分の報告について(事故の損害賠償の額の決定) 

 

議会報告事件（1件） 

件 名 

特別委員会の最終報告について (協働のまちづくり推進特別委員会 ) 

 

















資料 4 

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 

 

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、我

が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な意思

決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待され

ており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専

門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このような活動範

囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。 

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議会議

員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。 

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生

活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境が

整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保

の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和6年 月 日 

 

島 根 県 浜 田 市 議 会 議 長  笹 田  卓 

 

衆議院議長 額賀 福志郎 殿 

参議院議長 尾辻 秀久 殿 

内閣総理大臣 岸田 文雄 殿 

内閣官房長官 林  芳正 殿 

総 務 大 臣 松本 剛明 殿 

財 務 大 臣 鈴木 俊一 殿 

厚生労働大臣 武見 敬三 殿 



資料 5 

 

 

 

浜田市特別職報酬等審議会の答申結果を受けての政務活動費の見直しについて 

 

令和 5 年 12月 13 日付けで議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額

並びに政務活動費の額等について、浜田市特別職報酬等審議会から答申あり。 

今後、政務活動費について、「6 付記事項」に対する対応を検討する必要がある。 

 

【答申内容】 

1 市長、副市長及び教育長の給料の額（内容省略） 

2 浜田市議会議員の議員報酬の額（内容省略） 

3 期末手当の役職加算（内容省略） 

4 期末手当の支給月数（内容省略） 

5 浜田市議会議員の政務活動費の額 

 ⑴ 政務活動費 

年額 100,000 円を年額 240,000 円に改定（140,000 円増） 

 ⑵ 改定とする理由 

政務活動費については、他団体との比較において低い状況にあり、議員活動

の活性化に支障が生じているものと思慮する。令和元年度の当審議会において、

「透明性の確保を前提として、議会側による支給対象経費や使途基準等の見直

しの検討結果を踏まえ、次回の当審議会開催時において増額について審議をお

願いすることとする。」と答申しており、議会内での支給対象経費や使途基準等

の検討状況を確認した結果、十分な調査研究活動等ができるよう増額改定が適

当であるとの結論に至ったものである。なお、支給額については、山陰他市及

び全国的な支給事例を踏まえ、判断したものである。 

 

6 付記事項 

⑴ 政務活動費については、各議員によりその執行率に隔たりが見受けられる。

政務活動費は、議員が行う調査研究や広聴等、市政の課題や市民の意志を把握

し、市政に反映させる活動や住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要す

る経費として交付されるものであることから、当該制度の積極的な活用をお願

いする。 

⑵ 政務活動費の使途基準等については、公正性及び透明性を確保する制度設計

となっており客観的に評価できるものであるが、引き続き政務活動費の効果的・

効率的な運用が図れるよう、対象となる経費や支給要件等について検討をお願

いする。また、特に視察や研修については、その活用が具体的にどの様に議員

活動に反映されたかがわかるよう併せて検討をお願いする。         


